
１） （単位：円）

予算額 決算額 増減 説　　明

588,000 0 △ 588,000

588,000 0 △ 588,000

1　補助金 588,000 0 △ 588,000 国庫補助金

1,899,000 1,899,000 0

1,899,000 1,899,000 0

1　負担金 1,899,000 1,899,000 0 二宮町より

205 216 11

205 216 11

1　繰越金 205 216 11 前年度繰越金

795 258 △ 537

795 258 △ 537

1　雑入 795 258 △ 537 貯金利息等

2,488,000 1,899,474 △ 588,526

２） （単位：円）

予算額 決算額 不要額 説　　明

90,000 90,000 0

90,000 90,000 0

1　事務費 90,000 90,000 0
１．委員出席報償費
（会議２回開催　48,000円）
２．町へ戻入金　42,000円

2,397,000 1,809,000 588,000

2,397,000 1,809,000 588,000

1　事業費 2,397,000 1,809,000 588,000
・デマンドタクシー運行経費
　1,371,517円
・町への戻入金　437,483円

1,000 0 1,000

1,000 0 1,000

1　予備費 1,000 0 1,000

2,488,000 1,899,000 589,000

　歳入合計1,899,474円　－　歳出合計1,899,000円　＝ 差引残額474円は、

平成26年度　二宮町地域公共交通活性化協議会　歳入歳出決算書

歳　入

款　項　目

1　補助金

1　補助金

2　負担金

1　負担金

3　繰越金

1　繰越金

3　諸収入

1　諸収入

合　　計

歳　出

款　項　目

1　運営費

1　事務費

2　事業費

1　事業費

3　予備費

1　予備費

合　　計

　次年度へ繰り越します。

資料資料資料資料１１１１





二宮町生活交通確保維持改善計画二宮町生活交通確保維持改善計画二宮町生活交通確保維持改善計画二宮町生活交通確保維持改善計画（（（（案案案案））））    

（（（（地域内地域内地域内地域内フィーダーフィーダーフィーダーフィーダー系統確保維持計画系統確保維持計画系統確保維持計画系統確保維持計画））））    

平成２７年６月２２日 

二宮町地域公共交通活性化協議会 

会長 大森 宣暁 

 

二宮町生活交通確保維持改善計画（地域内フィーダー系統確保維持計画）は、

二宮町地域公共交通計画（平成 25 年 3 月策定）に則して、地域内フィーダー系

統の地域公共交通確保維持事業を位置付けることを目的に策定する。 

 

１．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

これまで二宮町では、交通不便地域の拡大や交通弱者の増大する中、民間事

業者による公共交通に加え、生活交通確保（運行費用の一部補助）による路線

バスの維持や、交通空白不便地域におけるコミュニティバスの運行により地域

公共交通の確保維持に努めてきた。 

しかし、山西地区や富士見が丘地区の一部のように、路線バスの運行本数が

少ない地域、一般的に徒歩圏といわれる場所にバス停があっても、山坂があり

移動が難しい地域等があり、人口密度が低くバス路線の配置が難しい地域の移

動手段確保及び高齢化が進む地域（不便地域の高齢化率は平成２７年３月現在

約５０％となる）への移動手段確保が課題となっていた。 

また、公共交通に関する町民アンケートにおいても、通勤・通学以外の移動

として、デマンド型交通の導入が検討課題としてあげられていた。 

町全体の公共交通についても、人口密度の低い地域への公共交通のサービス

が行き届かず孤立化することを防ぎ、買い物・通院等への利用者ニーズに応じ

た時間帯への運行サービスの提供など、町全域に均一の公共交通を導入する必

要があった。 

これらの課題解決のため、町民ニーズを的確に捉えた将来的な町全体の交通

のあり方を示すとともに、地域ニーズを踏まえた最適な交通手段を確保するた

め「二宮町地域公共交通活性化協議会」を平成２３年に立ち上げ施策の検討を

おこなってきた。 

資料２ 



検討の結果、誰もが移動手段を確保することができ、維持し続けられること

ができる公共交通体系の構築を目標とした「二宮町地域公共交通計画」を平成

２５年３月に策定した。 

本計画の策定により、コミュニティバス・路線バス・デマンド型公共交通の

役割分担を明確化し、コミュニティバス及び路線バスの運行改変を平成２５年

１２月に行った。また、デマンド型公共交通の導入要望のあった山西地区及び

富士見が丘地区について、既存のタクシー車両を用いたデマンド運行を平成２

５年１０月より実験的に運行開始した。 

デマンドタクシーの利用をより促進するため、平成２６年１０月より「地域

公共交通確保改善事業」に基づく国の支援を受けながら地域公共交通の維持・

確保・改善に努めることとしている。 

 

２．地域公共交通確保維持事業に係る定量的な目標・効果 

【目標】 

  ○デマンドタクシー乗車人数 実績 7.3 人/日 

目標 平成 28 年 20 人/日 平成 29 年 30 人/日 平成 30 年 30 人/日 

  ○外出が週１回未満の高齢者割合の減少 

        現状 12.5％  ⇒  平成 29 年 10％未満 

   （※町民アンケート結果より） 

【効果】 

これまで公共交通を利用できなかった、または、コミュニティ交通により確保

されていた２地区（山西地区及び富士見が丘・松根地区）において、日常生活

に必要不可欠となる移動手段が確保される。また、他の公共交通機関と連携、

ネットワークをすることで、移動範囲が拡大し、外出機会の増加、地域活性化

に寄与する。 

 

３．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及

び運行予定者 

別添の表１のとおり。 

 



４．地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額 

別添の表２のとおり。 

 

５．補助金の交付を受けようとする補助対象事業者の名称 

・二宮神奈中ハイヤー（株） 

・相模中央交通（株） 

 

６．補助を受けようとする手続きに係る利用状況等の継続的な測定手法 

補助対象事業者が協議会ではないので記載せず 

 

７．別表１又は３の補助事業の基準ニに基づき、協議会が平日１日当たりの運

行回数が３回以上で足りると認めた系統の概要 

地域内フィーダー系統確保維持関係のため、記載せず。 

 

８．別表１又は３の補助事業の基準ハに基づき、協議会が「広域行政圏の中心

市町村に準ずる生活基盤が整備されている」と認めた市町村の一覧 

地域内フィーダー系統確保維持関係のため、記載せず。 

 

９．地域公共交通確保維持事業を行う地域の概要 

別添の表５のとおり。 

 

10．車両の取得に係る目的・必要性 

車両を取得しないので記載せず。 

 

11．車両の取得に係る定量的な目標・効果 

車両を取得しないので記載せず。 

 

12．車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者、要する費用の総額、

負担者及びその負担額 

車両を取得しないので記載せず。 



（別添の表６及び表７又は表６－１及び表７－１のとおり） 

 

13．老朽更新の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持改善事業

における収支の改善に係る計画（車両の代替による費用削減等の内容、代替

車両を活用した利用促進策） 

車両を取得しないので記載せず。 

 

 

 

14．協議会の開催状況と主な議論 

平成２３年度 

開催年月日 主な議論 

第１回 平成 23 年 8 月 4 日 協議会設立・事業内容についての協議 

第２回 平成 24年 1月 18日 町民アンケート結果について、町民ワークシ

ョップの実施について、地域公共交通計画に

ついての協議 

第３回 平成 24年 2月 21日 地域公共交通における目標・基本方針の決定、

次年度スケジュールについての協議 

平成２４年度 

第４回 平成 24年 6月 28日  二宮町地域公共交通活性化協議会事務局規定

及び財務規定、平成 24 年度歳入歳出予算の承

認及び二宮町における地域公共交通施策につ

いての協議 

第５回 平成 24 年 10 月 24

日  

地区懇談会の実施報告、地域公共交通計画施

策の検討及びモビリティ・マネジメントの実施

について協議 

第６回 平成 24 年 12 月 18

日  

二宮町地域公共交通計画素案の検討及びモビ

リティ・マネジメント（事前）結果の報告 



第７回 平成 25年 2月 22日  二宮町地域公共交通計画（案）の検討及び生

活交通ネットワーク計画（案）（地域内フィー

ダー系統確保維持計画）及び（生活交通改善

事業計画）についての協議  

平成２５年度 

開催年月日 主な議論 

第１回 平成 25年 6月 26日 平成２４年度事業決算報告及び平成２５年度

予算について。生活交通ネットワーク計画に

ついて 

第２回 平成 25年 8月 28日 デマンドタクシーの運行について・コミュニ

ティバスの再編について・既存コミュニティ

バスの計画変更について  

第３回 平成 26年 3月 28日 デマンドタクシー・コミュニティバスの運行

状況について 

平成２６年度予算について  

平成２６年度 

開催年月日 主な議論 

第１回 平成 26年 6月 26日 平成 25 年度事業決算報告・生活交通ネット

ワーク計画について 

第２回 平成 27年 2月 19日 コミュニティバス・デマンドタクシーの利用

状況について 

モビリティ・マネジメントの報告について 

平成２７年度予算について  

平成２７年度 

開催年月日 主な議論 

第１回 平成 27年 6月 22日 平成 26 年度事業決算報告・生活交通確保維持

改善計画について 

 

 

 



 

15．利用者等の意見の反映状況 

平成２３・２４年度 

・ 町民アンケート調査（平成 23 年 9 月） 

・ 町民ワークショップ（平成 23 年 11～12 月） 

・ 地区別懇談会及び地区別アンケート（平成 24 年 6～９月） 

・ 二宮駅マイカー送迎モビリティ・マネジメント（平成 24 年 11 月～ 

平成 25 年２月） 

・ 町民意見募集（平成 25 年１～２月） 

平成２５年度 

・地区説明会（平成 25 年５月・９月） 

・地区役員との意見交換会（随時実施） 

平成２６年度 

・地区役員との意見交換会（随時実施） 

・モビリティ・マネジメント（平成 26 年１０月） 

平成２７年度 

・地区役員との意見交換会（随時実施） 

・コミュニティバス・デマンドタクシー利用意向アンケート調査 

 

 

16．協議会メンバーの構成 

関係都道府県 神奈川県（県土整備局都市部交通企画課） 

関係市区町村 二宮町（政策部企画政策課） 

交通事業者・ 

交通施設管理者等 

神奈川中央交通株式会社  

相模中央交通株式会社 

JR 東日本旅客鉄道株式会社横浜支社 

一般社団法人神奈川県バス協会 

一般社団法人神奈川県タクシー協会 

神奈川県大磯警察署 

神奈川県平塚土木事務所  



二宮町（都市経済部） 

地方運輸局 関東運輸局神奈川運輸支局  

その他協議会が必要

と認める者 

学識経験者（宇都宮大学教授） 

神奈川県交通運輸産業労働組合協議会 

二宮町議会 

二宮町地区長連絡協議会  

二宮町ＰＴＡ連絡協議会  

二宮町老人クラブ連合会  

一般公募町民 

二宮町（健康福祉部） 

 

 

 

17．地域協働推進事業計画の認定を受け、地域間幹線系統確保維持事業の特例

を受ける場合は、対象とする系統について、利用促進に向けた継続的かつ計

画的な取組みの内容並びに当該取組の実施主体及び推進体制並びに当該系統

の輸送量の増加目標 

地域協働推進事業計画の認定を受けていないため記載せず。 
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ਚ ര 二宮町地域公共交通活性化協議会事務局 

  高澤 晃 
ਗ਼ ਵ ０４６３－７１－３３１１ 
e-mail 

kikaku@town.ninomiya.kanagawa.jp 
 

 



表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運行予定者（地域内フィーダー系統） ２８年度

乗合バス型
／デマンド
型の別

基準ロで
該当する
要件

接続する補助対
象地域間幹線系
統等と接続確保
策

基準ニで該
当する要件
（別表７の
み）

神奈川県 二宮神奈中ハイヤー（株） (1) 富士見が丘・松根系統 115.0 115.0 - デマンド型 別表②（２） ③

二宮町 二宮神奈中ハイヤー（株） (2) 山西系統 13.0 13.0 - デマンド型 別表②（２） ③

相模中央交通（株） (3) 富士見が丘・松根系統 81.0 81.0 - デマンド型 別表②（２） ③

相模中央交通（株） (4) 山西系統 7.0 7.0 - デマンド型 別表②（２） ③

(5)

(6)

(7)

216

216
国庫補助
上限額（千
円）

3117

（注）

１．「確保維持事業に要する国庫補助額（千円）」は表２における「補助対象系統の１／２」を小数点第１位（百円単位）まで記載する。

５．本表に記載する運行予定系統を示した地図を添付すること。

３．「再編特例措置」には、地域公共交通再編実施計画の認定を受け、地域間幹線系統に係る特例措置の適用を受ける場合のみ、「○」を記載する。

４．「接続する補助対象地域間幹線系統等と接続確保策」には、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接
続を確保するかについて記載する。

再
編
特
例
措
置

地域内フィーダー系統の基準適合
（別表７及び別表９）

（鉄道）
JR東海道線
二宮駅
（路線バス）
神奈川中央
交通

合　　　　　計

国庫補助金内定申請額（千円）（合計と国庫補助上限額を比べて少ない額）

２．「国庫補助額内定申請額（千円）」には、各運行予定者毎でまとめて表２における「国庫補助金内定申請額」を記載する。

都道府県
（市区町
村）

運行予定者名
運行系統名
（申請番号）

確保維持事
業に要する
国庫補助額
（千円）

国庫補助金
内定申請額
（千円）



表２　地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額（地域内フィーダー系統【デマンド型（区域）運行】用）

１．申請事業者の概要

千円 千円

千円 千円

千円 千円

台 時間

２．時間当たり補助対象経常費用及び収益

３．補助対象系統ごとに要する費用、負担者とその負担割合

1 富士見・松根系統 各指定の停留所  富士見が丘・松根地区 各指定の停留所 244 日 243 回 時間 243 時間

2 山西系統 各指定の停留所 山西地区 各指定の停留所 244 日 28 回 時間 28 時間

3 日 回 時間 時間

4 日 回 時間 時間

系統 時間 271 時間

1 340,705 円 円 円

2 39,258 円 円 円

3 円 円 円

4 円 円 円

379,964 円 円 円 1558千円 128 千円

千円 千円

合計 123,359 円 256,604 256,604 256 千円 128.0 千円

ネ×1/2＝ナ ラ ム

相模

110,614 円 230,092 230,092 230 千円 115.0 千円

12,746 円 26,513 26,513 26 千円 13.0 千円

千円 千円

時間

補助ブ
ロック名

申請
番号

補助対象
経常費用
の見込額

経常収益の
見込額

補助対象経常
費用から経常

収益を控除した
額

タのうち補助ブ
ロック外乗入部
分及び同一補助
ブロック市区町

村外乗入部分以
外に係るもの

補助対象経費

合計 時間

補助対象経費の1/2
国庫補助
上限額

国庫補助金
内定申請額

（ナ又はラのうち
いずれか少ない

ほうの額）

ト×ワ以下の
額：カ

チ×ワ以上の
額：ヨ

カ－ヨ＝タ タ×ヲ＝ツ ネ

時間 時間

時間 時間

100%

1 時間 0 時間 0 100%

相模
1 時間 0 時間 0

補助ブロック外乗り入
れ部分及び同一補助ブ
ロック市区町村外乗り

入れ部分以外のサービ
ス提供時間の比率

計画サービス提供時
間

（リ－（ヌ＋ル)）÷リ＝
ヲ

ワ

補助ブ
ロック名

申請
番号

運行
系統名

運行系統

計画運行
日数

発地
営業
区域

着地

リ ヌ ル

計画運行
回数

１回あたりサービス提
供時間

リのうち補助ブロック外
乗入部分に係るサービス

提供時間

リのうち同一補助
ブロック

市区町村外乗入
部分に係るサービ

ス提供時間

補助ブロック名
補助対象事業者の

時間当たり経常費用
ロ÷ハ÷ニ＝ホ

地域時間当たり
標準経常費用

ヘ

時間当たり経常費用
ホとヘのいずれか少ない額

ト

時間当たり経常収益
イ÷ハ÷ニ＝チ

相模ブロック 1,402円08銭 2,721円96銭 1,402円08銭 455円20銭

補助対象期間の
前々年度の
保有車両数

（ハ）

16

補助対象期間の
前々年度の

１台当たりサービス
提供時間（ニ）

60.0

経常収支率 32.47%

営業損益 909 千円 営業外損益 経常損益

事業者名 二宮神奈中ハイヤー（株） 28年度

補助対象期間の
前々年度の
損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益 437 千円 営業外収益 経常収益（イ） 437

営業費用 1,346 千円 営業外費用 経常費用（ロ） 1,346

909



1 230,092 円

2 26,513 円

3 円

4 円

256,604 円 128,604 円 円 ％ 128,604 円 100 ％ 円 ％ 円 ％

18.サービス提供時間とは、事業開始時間（運行開始時間）から事業終了時間（運行終了時間）までの間をいい、その間の待機時間、回送時間、予約受付にかかる時間についても含める。な
お、サービス提供時間外に行われる予約受付等については、補助対象外とする。

19.待機時間とは、サービス提供時間のうち、実運行しなかった時間をいう。但し、休憩時間及びその他事業に従事している時間は含めない。

20.回送時間について、乗客が降車した後、帰庫する際の回送運行は実運行時間として差し支えない。なお、回送運行中（帰庫途中）に乗用事業による配車指示があり乗用事業の運行を行っ
た場合は、当該回送運行は実運行時間とは認められない。

21.複数系統を運行する車両（１台で３系統運行等）の待機時間については、明確に待機時間を算出することは困難である場合は、原則として、系統毎の計画サービス提供時間（ワ欄）を系統
数の合計値で除す若しくは系統毎の運行回数に応じた算出方法により算出されたい。

(2) 添付書類

 1.　補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度に係る旅客自動車運送事業等報告規則第２条第２項の「事業報告書」（補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常
費用を除く）及びこれに関連する必要な事項を記載した書類

12.「補助ブロック外乗入部分及び市区町村外乗入部分以外のサービス提供時間の比率（ヲ）」については、％以下第３位（小数点第４位切り捨て）まで算出して記載すること。

13.「計画サービス提供時間」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出して記載すること。

14.「補助対象経費」の欄は、（ツ）の金額を記載する（千円未満の端数は切り捨てること）。

15.「補助対象経費の１／２」の欄は、系統ごとに百円単位（0.1～0.9千円）まで記載することとし、合計の千円未満の端数は切り捨てること。

16.「国庫補助上限額」の欄は、市区町村等が当該市区町村等に係る国庫補助上限額のうち、各事業者ごとに配分した額を記載すること。

17.「補助対象期間の前々年度の損益状況」の欄は、消費税相当額を控除した額を記載すること。

 6.申請番号は、系統ごとに一連番号とすること。なお、１系統が２つ以上の補助ブロックにまたがる場合は、その比率に応じ低い方をカッコ書きの番号とすること。

 7.地域時間当たり標準経常費用は、補助ブロックを管轄する地方運輸局等が通知した数値によること。

 8.計算上生じた単位未満の端数は切り捨てること。

 9.「１回当たりサービス提供時間」（リ欄）については、【（１回あたり平均運行時間）＋（１日あたり平均待機時間／１日あたり運行回数）】により算出すること。

10.「１回当たりサービス提供時間」、「補助ブロック外乗入部分に係るサービス提供時間」及び「市区町村外乗入部分に係るサービス提供時間」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算
出すること。また、合計の欄については、各申請系統のサービス提供時間の合計を記載すること。

11.「同一補助ブロック市区町村外乗入部分に係るサービス提供時間」の欄は、同一補助ブロック内における市区町村外乗入部分に係るサービス提供時間を記載することとし、補助ブロックが
異なる市区町村外乗入部分は（ヌ）に記載すること。

(1) 記載要領

 1.「補助ブロック名」の欄は、補助金交付要綱別表１（附則第12条の適用を受ける事業者にあっては別表２）の名称を記載すること。

 2.乗合バス事業の収益、サービス提供時間については、高速バス及び 定期観光バス等を除き、費用については、高速バス及び定期観光バス並びに補助対象期間（補助金交付要綱第５条で
定める期間）における補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除くこと。

 3.補助対象事業者の決算期間が補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）と相違している事業者にあっては、補助対象期間の仮決算を行い、その損益状況を損益状況欄に記載
すること。

 4.補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）中の乗合バス（自家用有償運送）事業と他の事業を兼業している場合の関連収益及び費用の配分は、原則として昭和52年５月17日付
け自総第338号、自旅第151号、自貨第55号によること。

 5.「補助対象期間の前々年度の保有車両台数」の欄は、事業者が保有する車両数でなく、生活交通確保維持改善計画に記載された運行系統を運行するにあたって必要な車両台数を記載す
ること。

0

合計

負担割合 負担額 負担割合

相模

補助ブ
ロック名

申請
番号

経常費用から
経常収益を控除

した額

損失額から国
庫補助額を控

除した額

ノの負担者とその負担割合

都道府県 市区町村 その他の者 事業者自己負担

「その他の者」の
具体的概要

ホ×ワ－ヨ＝ウ ウ－ム＝ノ 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額



表２　地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額（地域内フィーダー系統（デマンド型運行）用）

１．申請事業者の概要

千円 千円

千円 千円

千円 千円

台 時間

２．時間当たり補助対象経常費用及び収益

３．補助対象系統ごとに要する費用、負担者とその負担割合

3 富士見・松根系統
各指定

の停留所

富士見が丘

・松根地区

各指定

の停留所 244 日 183 回 時間 183 時間

4 山西系統
各指定

の停留所
山西地区

各指定

の停留所 244 日 16 回 時間 16 時間

日 回 時間 時間

日 回 時間 時間

系統 時間 199 時間

3 245,529 円 82,607 円 円 円

4 21,467 円 7,223 円 円 円

円 円 円

円 円 円

266,996 円 89,830 円 円 円 円 1558千円 88 千円合計 177,166 177,166 567千円 88.0 千円

14 千円 7.0 千円

千円 千円

ネ×1/2＝ナ ラ ム

相模

162,922 162,922 162 千円 81.0 千円

14,244 14,244

千円 千円

時間 0

補助ブ
ロック名

申請
番号

補助対象
経常費用
の見込額

経常収益の
見込額

補助対象経常
費用から経常

収益を控除した
額

タのうち補助ブ
ロック外乗入部
分及び同一補助
ブロック市区町

村外乗入部分以
外に係るもの

補助対象経費

合計 1 時間 0

補助対象経費の1/2
国庫補助
上限額

国庫補助金
内定申請額

（ナ又はラのうち
いずれか少ない

ほうの額）

ト×ワ以下の
額：カ

チ×ワ以上の額：
ヨ

カ－ヨ＝タ タ×ヲ＝ツ ネ

時間 時間

時間 時間

100%

1 時間 0 時間 0 100%

相模
1 時間 0 時間 0

補助ブロック外乗り入
れ部分及び同一補助ブ
ロック市区町村外乗り

入れ部分以外のサービ
ス提供時間の比率

計画サービス提供時
間

（リ－（ヌ＋ル)）÷リ＝
ヲ

ワ

補助ブ
ロック名

申請
番号

運行
系統名

運行系統

計画運行
日数

発地
営業
区域

着地

リ ヌ ル

計画運行
回数

１回あたりサービス提
供時間

リのうち補助ブロック外
乗入部分に係るサービス

提供時間

リのうち同一補助
ブロック

市区町村外乗入
部分に係るサービ

ス提供時間

補助ブロック名
補助対象事業者の

時間当たり経常費用
ロ÷ハ÷ニ＝ホ

地域時間当たり
標準経常費用

ヘ

時間当たり経常費用
ホとヘのいずれか少ない額

ト

時間当たり経常収益
イ÷ハ÷ニ＝チ

相模ブロック 1341円69銭 2,721円96銭 1341円69銭 451円40銭

補助対象期間の
前々年度の
保有車両数

（ハ）

11

補助対象期間の
前々年度の

１台当たりサービス
提供時間（ニ）

58.0

経常収支率 33.64%

営業損益 568 千円 営業外損益 0 経常損益

事業者名 相模中央交通（株） 28年度

補助対象期間の
前々年度の
損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益 288 千円 営業外収益 0 経常収益（イ） 288

営業費用 856 千円 営業外費用 0 経常費用（ロ） 856

568



3 162,922 円

4 14,244 円

円

円

177,166 円 89,166 円 円 ％ 89,166 円 100 ％ 円 ％ 円 ％

18.サービス提供時間とは、事業開始時間（運行開始時間）から事業終了時間（運行終了時間）までの間をいい、その間の待機時間、回送時間、予約受付にかかる時間についても含める。なお、
サービス提供時間外に行われる予約受付等については、補助対象外とする。

19.待機時間とは、サービス提供時間のうち、実運行しなかった時間をいう。但し、休憩時間及びその他事業に従事している時間は含めない。

20.回送時間について、乗客が降車した後、帰庫する際の回送運行は実運行時間として差し支えない。なお、回送運行中（帰庫途中）に乗用事業による配車指示があり乗用事業の運行を行った場
合は、当該回送運行は実運行時間とは認められない。

21.複数系統を運行する車両（１台で３系統運行等）の待機時間については、明確に待機時間を算出することは困難である場合は、原則として、系統毎の計画サービス提供時間（ワ欄）を系統数の
合計値で除す若しくは系統毎の運行回数に応じた算出方法により算出されたい。

(2) 添付書類

 1.　補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度に係る旅客自動車運送事業等報告規則第２条第２項の「事業報告書」（補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用
を除く）及びこれに関連する必要な事項を記載した書類

12.「補助ブロック外乗入部分及び市区町村外乗入部分以外のサービス提供時間の比率（ヲ）」については、％以下第３位（小数点第４位切り捨て）まで算出して記載すること。

13.「計画サービス提供時間」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出して記載すること。

14.「補助対象経費」の欄は、（ツ）の金額を記載する（千円未満の端数は切り捨てること）。

15.「補助対象経費の１／２」の欄は、系統ごとに百円単位（0.1～0.9千円）まで記載することとし、合計の千円未満の端数は切り捨てること。

16.「国庫補助上限額」の欄は、市区町村等が当該市区町村等に係る国庫補助上限額のうち、各事業者ごとに配分した額を記載すること。

17.「補助対象期間の前々年度の損益状況」の欄は、消費税相当額を控除した額を記載すること。

 6.申請番号は、系統ごとに一連番号とすること。なお、１系統が２つ以上の補助ブロックにまたがる場合は、その比率に応じ低い方をカッコ書きの番号とすること。

 7.地域時間当たり標準経常費用は、補助ブロックを管轄する地方運輸局長が通知した数値によること。

 8.計算上生じた単位未満の端数は切り捨てること。

 9.「１回当たりサービス提供時間」（リ欄）については、【（１回あたり平均運行時間）＋（１日あたり平均待機時間／１日あたり運行回数）】により算出すること。

10.「１回当たりサービス提供時間」、「補助ブロック外乗入部分に係るサービス提供時間」及び「市区町村外乗入部分に係るサービス提供時間」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出す
ること。また、合計の欄については、各申請系統のサービス提供時間の合計を記載すること。

11.「同一補助ブロック市区町村外乗入部分に係るサービス提供時間」の欄は、同一補助ブロック内における市区町村外乗入部分に係るサービス提供時間を記載することとし、補助ブロックが異な
る市区町村外乗入部分は（ヌ）に記載すること。

(1) 記載要領

 1.「補助ブロック名」の欄は、補助金交付要綱別表１（附則第12条の適用を受ける事業者にあっては別表２）の名称を記載すること。

 2.乗合バス事業の収益、サービス提供時間については、高速バス及び 定期観光バス等を除き、費用については、高速バス及び定期観光バス並びに補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定
める期間）における補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除くこと。

 3.補助対象事業者の決算期間が補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）と相違している事業者にあっては、補助対象期間の仮決算を行い、その損益状況を損益状況欄に記載する
こと。

 4.補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）中の乗合バス（自家用有償運送）事業と他の事業を兼業している場合の関連収益及び費用の配分は、原則として昭和52年５月17日付け
自総第338号、自旅第151号、自貨第55号によること。

 5.「補助対象期間の前々年度の保有車両台数」の欄は、事業者が保有する車両数でなく、生活交通ネットワーク計画に記載された運行系統を運行するにあたって必要な車両台数を記載するこ
と。

0

合計

負担額 負担割合

相模

補助ブ
ロック名

申請
番号

経常費用から
経常収益を控除

した額

損失額から国庫
補助額を控除し

た額

ノの負担者とその負担割合

都道府県 市区町村 その他の者 事業者自己負担

「その他の者」の
具体的概要

ホ×ワ－ヨ＝ウ ウ－ム＝ノ 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合



表５　地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要

（単位：人）

　交通不便地域の内訳

　国庫補助上限額の算定

（１）記載要領

１．

２．

３．

４．

５．

（２）添付書類
１． 人口集中地区以外の地区及び交通不便地域の区分が分かる地図
（ただし、全域が交通不便地域となる場合には省略可）

469 富士見が丘地区 関東運輸局長指定

市町村名 二宮町

人　口

人口集中地区以外 5113

交通不便地域 588

人　口 対象地区 根拠法

119 山西地区 関東運輸局長指定

算定式

588×200円＋300万円

「対象地区」の欄には、当該市町村の一部が上記３．に掲げる法律（根拠法）に基づき
地域指定されている場合に、根拠法ごとに当該区域の旧市町村名等を記載すること。
また、地方運輸局長等が指定する交通不便地域が存在する場合には、該当する区域
名を記載すること。

「根拠法」の欄は、交通不便地域を地方運輸局長等が指定した場合は、「局長指定」と
記載すること。

人口は最新の国勢調査結果を基に記載すること。ただし、地方運輸局長等が指定する
交通不便地域の場合は、申請する事業年度の前年度の３月末現在の住民基本台帳
を基に記載すること。
※なお、実施要領等で別に定める場合は、それによること。

「人口集中地区以外」の欄は、国勢調査結果により設定された人口集中地区に該当し
ない地区の人口を記載すること。
「交通不便地域」の欄は、過疎地域自立促進特別措置法に基づく過疎地域（過疎地域
とみなされる市町村、過疎とみなされる区域を含む。）、離島振興法に基づく離島振興
対策実施地域、半島振興法に基づく半島振興対策実施地域、山村振興法に基づく振
興山村に該当する地域の人口及び実施要領（２．（１）⑫）に基づき地方運輸局長等が
指定する交通不便地域の人口の合計（重複する場合を除く）を記載すること。

国庫補助上限額

3,117,600円

対　象　人　口

588



●平成25年度（4月～11月）改編前
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 計

大　人 1,209 1,246 1,164 1,368 1,270 1,123 1,340 1,143 9,863
子ども 25 16 43 151 30 16 27 22 330
障がい者等 63 43 41 58 60 47 52 44 408
小計 1,297 1,305 1,248 1,577 1,360 1,186 1,419 1,209 10,601
運行日数 21 21 20 22 22 19 22 20 167
１日平均乗車数 62 62 62 72 62 62 65 60 63
運行経費 1,070,685 1,070,685 1,019,700 1,121,670 1,121,670 968,715 1,121,670 1,019,700 8,514,495
運賃収入 189,400 192,300 181,650 225,500 198,750 174,550 208,750 177,900 1,548,800
町負担額 881,285 878,385 838,050 896,170 922,920 794,165 912,920 841,800 6,965,695
１人の移動に係る町負担額 679 673 672 568 679 670 643 696 657

●平成25年度（12月～3月）改編後
12月 1月 2月 3月 計

大　人 590 455 549 507 2,101
子ども 31 19 9 58 117
障がい者等 36 27 37 28 128
小計 657 501 595 593 2,346
運行日数 19 19 19 20 77
１日平均乗車数 35 26 31 30 30
運行経費 1,033,486 1,033,486 1,033,486 1,087,947 4,188,405
運賃収入 124,600 94,650 114,200 110,000 443,450
町負担額 908,886 938,836 919,286 977,947 3,744,955
１人の移動に係る町負担額 1,383 1,874 1,545 1,649 1,596

●平成26年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

大　人 600 544 674 683 621 580 637 540 638 520 612 648 7,297
子ども 82 106 121 121 157 93 155 77 101 109 112 235 1,469
障がい者等 44 28 52 50 61 59 47 27 28 26 29 41 492
小計 726 678 847 854 839 732 839 644 767 655 753 924 9,258
運行日数 21 20 21 22 21 20 22 18 19 19 19 22 244
１日平均乗車数 35 34 40 39 40 37 38 36 40 34 40 42 38
運行経費 1,093,554 1,041,480 1,093,554 1,145,628 1,093,554 1,041,480 1,145,628 937,332 989,406 989,406 989,406 1,145,772 12,706,200
運賃収入 132,600 122,200 151,500 153,700 146,000 131,200 147,600 118,400 140,300 117,500 136,500 156,900 1,654,400
町負担額 960,954 919,280 942,054 991,928 947,554 910,280 998,028 818,932 849,106 871,906 852,906 988,872 11,051,800
１人の移動に係る町負担額 1,324 1,356 1,112 1,162 1,129 1,244 1,190 1,272 1,107 1,331 1,133 1,070 1,194

●平成27年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

大　人 653 514 1,167
子ども 121 155 276
障がい者等 44 36 80
小計 818 705 1,523
運行日数 21 18 39
１日平均乗車数 39 39 39
運行経費 1,092,168 936,144 2,028,312
運賃収入 146,500 121,900 268,400
町負担額 945,668 814,244 1,759,912
１人の移動に係る町負担額 1,156 1,155 1,156

コミュニティバスの運行実績
資料３



平成平成平成平成25252525年度年度年度年度（（（（10101010月月月月～～～～3333月月月月））））
10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

登録者数 482 654 732 750 759 773 773
営業日数 4 20 19 19 19 20 101
運行回数 15 76 102 92 82 98 465

（Ａ地区） 10 54 67 76 48 67 322
（Ｂ地区） 5 22 35 16 34 31 143

利用者数 21 103 117 112 103 114 570
（１人乗車） 10 55 88 73 61 82 369
（２人乗車） 8 30 26 36 42 32 174
（３人乗車） 3 18 3 3 0 0 27
（４人乗車） 0 0 0 0 0 0 0

平均乗車人数 1.40 1.36 1.15 1.22 1.26 1.16 1.23
１日平均運行回数 3.8 3.8 5.4 4.8 4.3 4.9 4.6
1日平均利用者人数 5.3 5.2 6.2 5.9 5.4 5.7 5.6
運行経費 20,000 100,000 136,400 116,800 112,000 130,000 615,200

（内利用者負担額） 7,150 35,500 43,750 40,750 37,000 42,400 206,550
　　（町負担額） 12,850 64,500 92,650 76,050 75,000 87,600 408,650

１人の移動にかかる町負担額 612 626 792 679 728 768 717

平成平成平成平成26262626年度年度年度年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

登録者数 778 786 796 800 806 806 809 810 817 817 819 823 823
営業日数 21 19 20 21 20 20 21 18 18 18 19 22 237
運行回数 133 116 151 129 133 115 129 99 98 111 85 125 1,424

（Ａ地区） 88 75 92 94 94 75 84 66 65 77 53 75 938
（Ｂ地区） 45 41 59 35 39 40 45 33 33 34 32 50 486

利用者数 168 150 194 152 145 141 153 124 119 127 103 153 1,729
（１人乗車） 100 84 110 106 121 91 106 74 77 97 68 97 1,131
（２人乗車） 64 60 78 46 24 44 44 50 42 24 32 56 564
（３人乗車） 0 6 6 0 0 6 3 0 0 6 3 0 30
（４人乗車） 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

平均乗車人数 1.26 1.29 1.28 1.18 1.09 1.23 1.19 1.25 1.21 1.14 1.21 1.22 1.21
１日平均運行回数 6.3 6.1 7.6 6.1 6.7 5.8 6.1 5.5 5.4 6.2 4.5 5.7 6.0
1日平均利用者人数 8.0 7.9 9.7 7.2 7.3 7.1 7.3 6.9 6.6 7.1 5.4 7.0 7.3
運行経費 182,490 159,900 210,510 173,370 179,970 158,250 177,570 135,630 134,400 150,810 117,990 174,750 1,955,640

（内利用者負担額） 60,000 53,100 64,410 56,200 55,600 51,100 56,350 44,600 43,400 47,500 37,550 55,600 625,410
　　（町負担額） 122,490 106,800 146,100 117,170 124,370 107,150 121,220 91,030 91,000 103,310 80,440 119,150 1,330,230

１人の移動にかかる町負担額 729 712 753 771 858 760 792 734 765 813 781 779 769

平成平成平成平成27272727年度年度年度年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

登録者数 823 825 825
営業日数 21 18 39
運行回数 121 112 233

（Ａ地区） 75 73 148
（Ｂ地区） 46 39 85

利用者数 142 143 285
（１人乗車） 100 83 183
（２人乗車） 42 54 96
（３人乗車） 0 6 6
（４人乗車） 0 0 0

平均乗車人数 1.17 1.28 1.22
１日平均運行回数 5.8 6.2 6.0
1日平均利用者人数 6.8 7.9 7.3
運行経費 168,150 154,150 322,300

（内利用者負担額） 52,600 50,910 103,510
　　（町負担額） 115,550 103,240 218,790

１人の移動にかかる町負担額 814 722 768

デマンドタクシーの運行実績



ॹঐথॻॱॡ३شभઈষৄઉखपणःथ 

ॹঐথॻઈষपൣअଡ଼ઈଛ১ਸ਼ڰभಌ॑ষअञीੈ৮॑ষअ؛ 

⋇ઈষયୠलଭఋৃਚ 

 ಌऩख؞

⋈ઈ ൛ 

 ڬڬڰكযऋ੍௸अપڭଭघॊৎपڭقਹ৷ઈ൛؞

※ञटखؚڭभ৺दളਯযभଭऋணखऽोञৃ়मؚڮযଭ 300   

যଭگ 250  ڰযଭ 200 धघॊ؛※৾ుम૮મ 

 ୯ਸඨ৯⋇ق༼୮ਹ৷સਬك 

700كযऋ੍௸अપڭଭघॊৎपڮ୮ଡ଼়ॎचथ؞ଡ଼༽ق୮ઈ൛༽؞   

  ※ञटखؚڭभ৺दളਯযभଭऋணखऽोञৃ়मؚڮযଭ 500  

যଭگ    400  ڰযଭ 300  

 पणःथमਛڳڮফڬڭাڭعਛڴڮফڭাڭگऽदभڮऊা 

 

 ୯ਸඨ৯⋈قଭ়ਹ৷യਤय़কথঌشথك 

যଭڮभ৺दളਯযभଭऋணखऽोञৃ়मؚڭ؞  250  

যଭگ   200  ڰযଭ 150  

 पणःथमਛڳڮফڬڭাڭعਛڴڮফڭাڭگऽदभڮऊা 

 

⋉ઈষহ 

ಌऩख 

كઙؚقشহ ઋఱরঁॖখ؞  ৼெরఙઐৢقઙك 

  ※ઈষহાڭقઈষपऊऊॊ৽ાك 

A؞   યقക؞૽ৃ/ড়७থॱ؞شেၺ৾ಆ७থॱ1,230 كش  

B؞   યقਧ௵؞ঐॵॡ५ংজগ؞ড়ആউشঝ1,650     ك  

⋉ઈষৎമقলৎك 
  9時（30）、10時（00/30）、11時（00/30）、12時（00/30）、13時（00/30） 

 14時（00/30）、15時（00/30）、16時（00/30）、17時（00） ※平日の運行   

 追加項目③（土日祝日運行） 

 期間については平成２７年１０月１日～平成２８年１月３１日までの内２か月間 

資料資料資料資料４４４４    



⋋ਹ৷भఃஈ্১ 

 ؛ਹ৷मਹ৷ৌયୠકभधखؚহपਹ৷ఃஈ॑ষअ؞

 ಌඨ৯ڃ 

 ؛ਹ৷मহपਹ৷ఃஈ॑ষअ؞

⋌ଭघॊभ৺্১ 
ಌऩख 

 ك؛ष৴൪॑घॊش৺७থॱقਗ਼ਵदभ৺؞
 ؛ఃஈभाਹ৷૭ચ؞
৺ਭહमଭभऽदؚྼमؚଭਊभ؞ 9 ৎऊै 16 ৎ 30 ীऽदधखؚਹ৷ৎമभ

30 ীऽदप৺॑घॊڵ※؛ৎڬگীमऽदभ৺धघॊ؛ 
 
⑦ઈষਏ 

ಌऩख 

 ঽઈଛহभரథؚଙكڭق

ಹଭ়ঽઈଛহقયୠઈষك 

  ઞ৷घॊكڮق

 كڱ؟ଭ৩ق७ॲথॱॖউ؞

ઈষৎमॹঐথॻ؛ಹଭ৷ঽઈଛহधಡ৷खथઞ৷घॊ※قڳڮ ઞ৷ਯ؞ 

ॱॡ३شभ५ॸॵढ़॑شपቦॊك؛ 

 যभ॑ઞ৷घॊਏਙڭڭଭ৩؞ 

  ઈষৌୠमؚଡ଼்৩ऋऎؚऽञഗྵदँॊञीؚরलপदઈষघॊऒ

धमदँॊञी؛ 

⋎ઈষ৫॑घॊقଡ଼ઈଛ১ਸ਼ڰ॑ಌघॊك 
 كقڭাڬڭফڳڮਛ؞ 
 

 



ਛڳڮফ২ ୠਁુઐৢણਙ৲ੈ৮ভ  
    ਁુઐৢਹ৷യਤਫ਼ୈহपणःथ 

 
 
 
●হ  ઙૄভ॔ঝওॵॡ VPI 
 
 
●মਚ  ূ৯హયஒ୴ڭഛ৯ڵڭڰڭಀ 
 
 
●ਛڳڮফ২হા  1,100,000  
 
 
●ਜઍ  
 
شपउऐॊୠકড়৬भୠਁુઐৢোঝ؝ڭ 

ঝقಞ੧كभਫ਼ୈ 
 োਫ਼ୈੌ௶भਏ੯ਫ਼ୈ؞  
 ঝभਫ਼ୈشୠਁુઐৢभ৭උঝ؞  
 ઈষ੯भਫ਼ୈ؞  
৬ऩোুದलਹ৷ؚহؚষभ૽સभ؞  

ન৲ 
 ઈষಲਢ੯भਫ਼ୈ؞  
 
ਹ৷ਔ॔থॣشॹঐথॻॱॡ३؞॥গॽॸॕং५؝ڮ 

 ॺ৹ਪش
 ॺ৹ਪभৰشথॣ॔؞  
 ॺઍشথॣ॔؞  
 
 ৮ভভ৮भઈ੍ରੈ؝گ 
 كভ৮ৱમभਛؚ৮হஈभਛق  
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平成25年度平成24年度 平成26年度 平成28年度 平成29年度移⾏

⼆
宮
町
地
域
公
共
交
通
計
画
策
定

運
⾏
開
始

運
⾏
開
始

改
正
改
正

平成25年10⽉28⽇

平成26年10⽉平成25年12⽉2⽇ 利
⽤
促
進
︵
茶
屋
・
川
匂
、
釜
野
地
区
モ
ビ
リ
テ
ィ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
実
施
︶

利
⽤
促
進
︵
茶
屋
・
川
匂
、
釜
野
地
区
モ
ビ
リ
テ
ィ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
実
施
︶

利
⽤
意
向
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
実
施

利
⽤
意
向
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
実
施

利
⽤
意
向
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
実
施

利
⽤
意
向
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
実
施

1年⽬1年⽬

1年⽬1年⽬

2年⽬2年⽬

2年⽬2年⽬

3年⽬3年⽬

3年⽬3年⽬

●⼆宮町
 地域公共交通計画策定
 平成25年３⽉ ●デマンドタクシー運⾏計画

●⼆宮町コミュニティバス
 再編計画

●コミュニティバス利⽤促進
（モビリティ・マネジメントの実施）
●地域住⺠主体の地域公共交通導⼊
 ルール事例等研究

●デマンドタクシー利⽤意向
 アンケート調査の実施

●コミュニティバス利⽤意向
 アンケート調査の実施

●⼆宮町における地域住⺠主体の
 地域公共交通導⼊ルールの策定

●導⼊ルールとの整合を踏まえた
 既存コミュニティバス及びデマ
 ンドタクシーの⼤幅な運⾏計画
 の⾒直し検討

●導⼊ルールに基づく地域ごとの検討

●定期的な検証・⾒直し

平成27年度平成27年度

⼆宮町コミュニティバス

⼆宮町デマンドタクシー（にのタク）

利便性向上
（マイナーチェンジ）

継続運⾏判断
（継続・⾒直し・中⽌）

別紙詳細

（全町を対象とした判断）

運⾏の継続・中⼼
⼜は⾒直し・改正

既存公共交通の活⽤既存公共交通の活⽤
例えば・・・

例えば・・・

B地域での導⼊検討B地域での導⼊検討

C地域での導⼊検討C地域での導⼊検討

コミバスの実証運⾏コミバスの実証運⾏

デマンドタクシー
の実証運⾏
デマンドタクシー
の実証運⾏

協議会等からの意⾒

地域住⺠主体の地域公共交通導⼊ルールの検討

反映反映

反映反映

反映反映

反映反映

反映反映

反映反映

例えば・・・例えば・・・

A地域での導⼊検討A地域での導⼊検討

こ
れ
ま
で
の
利
⽤
状
況
・
意
⾒
及
び
導
⼊
ル
ー
ル
を
踏
ま
え
た
⼤
幅
な
運
⾏
計
画
の
⾒
直
し
検
討 

年度別調査・検討内容

⼆宮町における地域公共交通の取組経緯・予定

■ ⼆宮町における地域公共交通のこれまでの取組と平成27年度の検討事項及び今後の展開

・予約時間の⾒直し
・登録ルールの⾒直し
・運⾏時間の⾒直し
・乗継ぎ強化
・往復割引等の導⼊
・予約の取りまとめ
・⽬的地の⾒直し
    などを検討

・予約時間の⾒直し
・登録ルールの⾒直し
・運⾏時間の⾒直し
・乗継ぎ強化
・往復割引等の導⼊
・予約の取りまとめ
・⽬的地の⾒直し
    などを検討



 

ਛ 27 ফ২ਫ਼ୈহඨق੧ك 
 

 भਫ਼ୈكಞ੧قঝشपउऐॊୠકড়৬भୠਁુઐৢোঝ؝ڭ

োभोॖقওش४ك 

 

  

1) োਫ਼ୈੌ௶भਏ੯ਫ਼ୈ 

؞َ ৌधऩॊୠَُ ৌधऩॊੌ௶َُ ৌधघॊઐৢ३५ॸُभਏ੯ಉ॑ਫ਼ୈघॊ؛ 
例えば、「対象となる地域」は、公共交通不便地域（各都市で不便地域の定義がある）に限定す

る事例（相模原市、横浜市、さいたま市など）が多いが、行政区域全域としている事例（川崎市）

もある。 

「対象となる組織」は５人以上とする事例が多い。 

「対象とする交通システム」は、網形成計画の考え方も踏まえて、路線バス、コミュニティバ

スなどの定時定路線型だけでなく、デマンドタクシーなども含める。 

2) ୠਁુઐৢभ৭උঝشঝभਫ਼ୈ 

भোपँञढथؚनभكऩनشଡ଼ং५ؚ॥গॽॸॕং५ؚଭ়ॱॡ३قୠਁુઐৢ؞

ু॑৭උघसऌऩभऊ؛৭උ্১ृ৭උभ৯॑ਫ਼ୈघॊ؛ 

भ৭උ੦मؚपਹ৷ਯكॹঐথॻقشଭ়ॱॡ३ृكৎଡ଼ق॥গॽॸॕং५؞

ऊैઅइैोॊق੦মपमਹ৷ऋःधऒौदम॥গॽॸॕং५ؚऩःधऒौदमଭ়

ॱॡ३شऋથਹदँॊ؛كਤহभઅइ্ृૌফ২৹ਪपेॊ॔থॣشॺ৹ਪಉभใ༼ॹشॱ

ल॥গॽॸॕং५ृपभॱॡभਹ৷ৰౚ॑౷ऽइथ ؚୠपిखञ৭උ੦॑ਫ਼ୈघॊ؛ 

3) ઈষ੯भਫ਼ୈ 
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भजोझोभ૽સী૿॑ન৲घॊ؛ 

5) ઈষಲਢ੯भਫ਼ୈ 
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3) ਹ৷ॽش६৹ਪ 
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平成２７年度　　二宮町地域公共交通活性化協議会委員名簿

№ 氏 名 所 属 団 体 区 分 備　考

1 長尾　秀美 二宮町 1号

2 平岩　敦 神奈川中央交通株式会社 2号

3 石川　哲也 相模中央交通株式会社 3号

4 山崎　利通 一般社団法人神奈川県バス協会 4号

5 露木　幸一 一般社団法人神奈川県タクシー協会 4号

6 植田　芳裕 二宮町地区長連絡協議会 5号

7 芳賀　真郎 二宮町老人クラブ連合会 5号

8 稲葉　通隆 二宮町ＰＴＡ連絡協議会 5号

9 一石　洋子 二宮町議会 5号

10 高見　利和 一般公募 5号

11 依田　久司 一般公募 5号

12 三上　弘良 国土交通省関東運輸局神奈川運輸支局 6号

13 安達　敏行 神奈川交通運輸労働組合 7号

14 具嶋　久光 神奈川県平塚土木事務所 8号

15 寶珠山　正和 神奈川県県土整備局 8号

16 成川　一 二宮町都市経済部 8号

17 髙﨑　雅弘 神奈川県大磯警察署 8号

18 山口　拓 ＪＲ東日本旅客鉄道株式会社横浜支社 8号

19 大森　宣暁 宇都宮大学大学院工学研究科 8号

20 諸星　勉 二宮町健康福祉部 8号



 

 

 

 

   二宮町地域公共交通活性化協議会設置要綱 

 

 （設置） 

第１条 二宮町地域公共交通活性化協議会（以下「協議会」という。）は、地域

公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号。以下「法」

という。）に基づき、地域公共交通総合連携計画（以下「連携計画」という。）

の作成に関する協議等を行うため、並びに道路運送法（昭和２６年法律第１

８３号）に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の

旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サ

ービスの実現に必要となる事項を協議するため設置する。 

 （協議事項） 

第２条 協議会は次に掲げる事項を協議するものとする。 

 (1) 連携計画の策定及び変更の協議に関する事項 

 (2) 連携計画の実施に係る連絡調整に関する事項 

 (3) 連携計画に位置づけられた事業の実施に関する事項 

 (4) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関す

る事項 

 (5) 町が運営する有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事

項 

 (6) 協議会の運営方法その他協議会が必要と認める事項 

 （協議会の構成員） 

第３条 協議会の委員は、委員２０名以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者により構成し、町長が委嘱又は任命する。 

 (1) 二宮町長又はその指名する者 

 (2) 一般乗合旅客自動車運送事業者の代表 

 (3) 一般貸切（乗用）旅客自動車運送事業者の代表 

 (4) 一般旅客自動車運送事業者の組織する団体の代表 

 (5) 住民又は利用者の代表 

 (6) 関東運輸局神奈川運輸支局長又はその指名する者 

 (7) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の

代表 



 (8) 前各号に掲げる者のほか、道路管理者、神奈川県警察、学識経験者その

他協議会が必要と認める者。 

３ 前項第２号から第４号まで及び第６号から第８号までに掲げる委員につい

ては、協議会に代理人を出席させることができる。 

 （委員の任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員に欠員が生じた場合には、後任者を充て、その残任期間とする。 

 （協議会の運営） 

第５条 協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。 

４ 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その

職務を代理する。 

５ 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、その議長となる。 

６ 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

７ 会議の議決方法は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は会長の決

するところによる。 

８ 会議は原則として公開とする。 

９ 会長は、必要があると認める場合には、会議に委員以外の者の出席を求め、

説明又は意見を聞くことができる。 

 （監査） 

第６条 協議会に監事を置く。 

２ 監事は、委員のうちから会長が指名する。 

３ 監事は、交通会議に関する出納監査を行い、監査の結果を会長に報告しな

ければならない。 

 （財務） 

第７条 協議会の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長

が別に定める。 

 （協議会が解散した場合の措置） 

第８条 協議会が解散した場合には、協議会の収支は、解散の日を持って打ち

切り、会長であった者がこれを決算する。 

 （協議結果の取扱い） 

第９条 協議会において協議が調った事項については、関係者はその結果を尊

重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。 

 （幹事会） 

第10条 協議会は、第２条の協議事項に関して必要な事項を処理するため、幹



事会をおく。 

２ 幹事会は、第３条に定める構成員その他協議会が必要と認めた者を委員と

する。 

３ 幹事会は、必要に応じて、関係者を招集し意見を聴くことができる 

 （事務局） 

第11条 協議会の業務を処理するため、二宮町政策部企画政策課に協議会の事

務局を置く。 

２ 事務局に事務局長及び事務局員を置き、会長が定めた者をもって充てる。 

 （その他） 

第12条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、

会長が協議会に諮り定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２３年５月９日から施行する。 

２ この要綱の規定により最初に任命された委員の任期は、第４条第１項の規

定にかかわらず、平成２５年３月３１日までとする。 

   附 則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 



 

 

 

 

二宮町地域公共交通活性化協議会会議傍聴要領 

 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、二宮町地域公共交通活性化協議会の会議及び会議記録の

公開に関する取扱要領第４条第２項の規定に基づき、二宮町地域公共交通活

性化協議会（以下「協議会」という。）の会議の傍聴に関し、必要な事項を定

める。 

 （傍聴席） 

第２条 傍聴席の数は１０名程度とし、協議会の開催の都度、協議会の協議会

の事務局である二宮町政策部企画政策課が会議室の収容人数等を考慮して定

める。 

 （傍聴申込方法） 

第３条 傍聴の申込み受付は、会議当日会場で申し込むものとし、傍聴希望者

が定員を超えた場合は先着順とする。 

 （傍聴席に入場することができない者） 

第４条 次の者は傍聴席に入場することができない。 

 (1) 前条により決定した傍聴者以外の者 

 (2) 検討を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者 

 （傍聴者の守るべき事項） 

第５条 傍聴者は、会議の秩序を乱し、又は検討の妨害となるような行為をし

てはならない。 

 （写真、映画、テレビの撮影及び録画等の禁止） 

第６条 傍聴者は、会場において、写真、映画、テレビ等の撮影をし、録画又

は録音をしてはならない。 

 （秩序の維持） 

第７条 会長は、協議会の円滑な運営を図るため、傍聴者に必要な指示をし、

又は協議会の事務局の職員に指示させることができる。 

２ 会長は、前項の指示をし、又は協議会の事務局である事務局の職員に必要

な指示をさせたにも関わらず、傍聴者が指示に従わないときは、傍聴者を退

場させることができる。 

 （実施細目） 

第８条  この要領に定めのない事項は、会長が定める。 



   附 則 

 （施行期日） 

１ この要領は、平成 23 年８月４日から施行する。 

   附 則 

  この要領は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。 



 

 

 

二宮町地域公共交通活性化協議会の会議及び会議記録の公開に関する取扱要領 

 

 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、二宮町地域公共交通活性化協議会（以下「協議会」とい

う。）の会議及び会議記録の公開に関し、必要な事項を定める。 

 （協議会の公開） 

第２条 協議会は公開とする。ただし、次のような情報を含む事項を審議する

場合には、協議会の決定により、非公開とすることができる。 

 (1) 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、公開すると個人の

権利利益を害するおそれがある情報 

 (2) 法人等に関する情報であって、公開すると法人等の権利、競争上の地位

その他正当な利益を害するおそれがある情報 

 （協議会開催の周知） 

第３条 前条の規定に基づき、協議会を公開する場合、協議会の開催について

１週間前までに公表することとする。ただし、協議会を緊急に開催する必要

が生じたとき等やむを得ない場合はこの限りでない。 

２ 公表の方法は、町ホームページへの掲載その他の方法により行うこととす

る。 

 （協議会の傍聴） 

第４条 協議会の公開は、協議会の傍聴を希望する者に協議会の傍聴を認める

ことにより行う。 

２ 協議会の傍聴に関する必要な事項は、別に定める。 

 （会議記録の公開） 

第５条 協議会の会議記録は、協議会の終了後、町のホームページに掲載する

ことにより公開する。 

２ 前項で規定する会議記録は、会議の内容を要約したものとする。 

３ 協議会当日の資料については、その内容が第２条第１号及び第２号に該当

する事項を除き、協議会の事務局である二宮町政策部企画政策課において、

一般の閲覧に供するものとする。 

 （委任規定） 

第６条 この要領に定めるものを除くほか、協議会の会議の公開に関して、必

要な事項については、会長が決定することとする。 



   附 則 

 （施行期日） 

１ この要領は、平成 23 年８月４日から施行する。 

   附 則 

  この要領は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。 


